
8月 （葉月） August

配偶者や子供等に保障された最低限の資産承継の権利。原則、
法定相続分の半分。本年５月に成立した「中小企業における経営
の承継の円滑化法」では、事業承継をスムーズに行うため、遺留
分権利者の合意と一定の手続きを前提に生前贈与株式を遺留分の
対象から除外するなどの民法の特例措置を講じています。

国　税／7月分源泉所得税の納付

8月11日

国　税／6月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）9月1日

国　税／12月決算法人の中間申告

9月1日

国　税／9月、12月、3月決算法人

の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 9月1日

国　税／個人事業者の消費税等の中

間申告 9月1日

地方税／個人事業税第1期分の納付

都道府県の条例で定める日

地方税／個人住民税第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務／労働保険料第2期分の納付

9月1日

（労働保険事務組合委託の場合は

9月16日）
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8月の税務と労務
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中
小
企
業
地
域
資
源
活
用
に
つ
い
て
、

支
援
内
容
や
事
例
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

地
域
資
源
活
用
支
援
の

概
要

地
域
資
源
を
活
用
し
て
新
商
品
や
新

サ
ー
ビ
ス
を
開
発
す
る
中
小
企
業
者
に

対
し
て
、
法
的
・
予
算
・
金
融
の
面
の

措
置
等
に
よ
り
総
合
的
な
支
援
を
展
開

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
中
小
企
業

地
域
資
源
活
用
促
進
法
に
基
づ
く
支
援

の
他
、
様
々
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

対
象
▼
地
域
資
源
を
活
用
し
て
新
商
品

や
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・
市
場
化
に

取
り
組
む
中
小
企
業
者
等

支
援
内
容
▼
中
小
企
業
地
域
資
源
活
用

促
進
法
に
基
づ
い
て
、
中
小
企
業
者

が
単
独
ま
た
は
共
同
で
、
地
域
資
源

を
活
用
し
て
新
商
品
や
新
サ
ー
ビ
ス

の
開
発
・
市
場
化
を
行
う
た
め
「
地

域
産
業
資
源
活
用
事
業
計
画
」
を
作

成
し
、
認
定
を
受
け
る
と
補
助
金
、

低
利
融
資
、
課
税
の
特
例
等
の
各
種

支
援
策
を
利
用
で
き
ま
す
。

な
お
、
個
別
の
支
援
策
ご
と
に
支
援

機
関
の
審
査
や
確
認
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

狙
い

○
地
域
間
格
差
の
拡
大
へ
の
対
応

○
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
を
活
か
し

て
自
立
的
・
持
続
的
な
成
長
の
実
現

へ
○
農
林
水
産
品
、
産
地
の
技
術
、
観
光

資
源
と
い
っ
た
地
域
の
特
徴
あ
る
資

源
で
従
来
品
と
差
別
化

○
各
地
域
の
「
強
み
」
と
な
り
得
る
地

域
資
源
を
活
用
し
た
中
小
企
業
に
よ

る
新
商
品
や
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・

市
場
化
を
総
合
的
に
支
援
。
地
域
産

業
の
核
と
な
る
新
事
業
を
五
年
間
で

一
千
件
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
意
欲
あ
る
中
小
企
業
と

と
も
に
国
、
地
方
自
治
体
、
支
援
機
関
、

専
門
家
が
と
も
に
力
を
合
わ
せ
、
地
域

の
魅
力
あ
る
資
源
を
活
か
し
た
地
域
産

業
の
活
性
化
に
取
り
組
む
も
の
で
す
。

活
用
可
能
な

「
地
域
資
源
」
の
指
定

「
地
域
資
源
」
と
は

○
地
域
の
特
産
物
と
し
て
相
当
程
度
認

識
さ
れ
て
い
る
農
林
水
産
物
ま
た
は

鉱
工
業
品

○
鉱
工
業
品
の
生
産
に
係
る
技
術

○
文
化
財
、
自
然
の
風
景
地
、
温
泉
そ

の
他
の
地
域
の
観
光
資
源
と
し
て
相

当
程
度
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の

こ
れ
ら
に
つ
き
都
道
府
県
が
指
定
し
、

国
の
認
定
を
受
け
ま
す
。

指
定
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、

○
地
域
の
中
小
企
業
が
活
用
可
能
で
あ

り
、
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
で

当
該
資
源
を
共
有
ま
た
は
密
接
に
関

連
す
る
他
の
中
小
企
業
の
事
業
活
動

を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

○
活
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
中
小
企
業

者
が
お
お
む
ね
十
以
上
あ
る
こ
と

○
当
該
地
域
資
源
が
、
他
地
域
の
同
種

の
産
業
資
源
と
比
べ
て
生
産
量
、
品

質
、
機
能
、
概
観
、
歴
史
ま
た
は
文

化
的
背
景
等
の
面
で
顕
著
な
特
徴
を

有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
般
消
費
者

等
に
相
当
程
度
認
識
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と

認
識
の
程
度
は
国
・
都
道
府
県
の
法

令
に
よ
る
公
告
や
新
聞
・
雑
誌
で
紹
介

等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

「
地
域
資
源
」
指
定
の

留
意
点

○
品
目
及
び
地
域
の
範
囲
を
で
き
る
限

り
具
体
的
に
示
す
こ
と

○
市
町
村
や
関
係
団
体
等
の
意
見
を
聴

取
、
反
映
す
る
こ
と

○
地
域
資
源
活
用
事
業
の
成
果
等
を
踏

ま
え
た
機
動
的
な
対
応

都
道
府
県
の
基
本
計
画
や
施
策
方
針

等
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
何
を
扱
う
か
（
ど
の
よ
う
な
商
品
）

こ
の
た
め
の
地
域
資
源
は
何
か
、
優

位
性
は
あ
る
か

○
誰
に
（
ど
の
よ
う
な
お
客
か
）

お
客
（
市
場
）
の
ニ
ー
ズ
は
、
お
客

の
確
保
（
市
場
規
模
）
は
可
能
か

○
ど
の
よ
う
に
販
売
し
て
い
く
の
か

実
現
可
能
性
は
高
い
か
、
計
画
に
具

体
性
は
あ
る
か
、
儲
か
る
の
か

１

地
域
産
業
資
源
の
新
た
な
活
用
の

視
点
の
提
示

①

地
域
資
源
で
あ
る
農
林
水
産
物
や

8月号 2

地
域
産
業
資
源
活
用
事
業

計
画
作
成
の
基
本

事
業
計
画
の
評
価
基
準

中
小
企
業
に 

金
融
等
の
支
援
措
置 

地
域
資
源
活
用
で 

　
　
　
新
商
品
開
発 
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3 8月号

鉱
工
業
品
を
そ
の
不
可
欠
な
原
料
ま
た

は
部
品
と
し
て
用
い
て
行
わ
れ
る
商
品

開
発
、
生
産
ま
た
は
需
要
の
開
拓

地
域
資
源
の
活
用
に
よ
り
、
品
質
、

機
能
ま
た
は
効
用
に
お
い
て
、
従
来
の

商
品
と
差
別
化
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
。

②

地
域
資
源
で
あ
る
鉱
工
業
品
の
生

産
に
係
る
技
術
を
不
可
欠
な
も
の
と

し
て
用
い
て
行
わ
れ
る
商
品
の
開
発
、

生
産
ま
た
は
需
要
の
開
拓

従
来
の
商
品
と
の
差
別
化
が
実
現
さ

れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
あ
る

い
は
、
従
来
と
の
差
別
化
に
資
す
る
改

良
を
行
う
た
め
の
新
た
な
生
産
加
工
技

術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③

地
域
資
源
で
あ
る
観
光
技
術
の
特

徴
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
商
品
開
発
、

生
産
も
し
く
は
需
要
の
開
拓

役
務
の
開
発
で
、
従
来
の
商
品
等
と

の
差
別
化
が
実
現
さ
れ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
。
従
来
と
の
差
別
化
に
資

す
る
改
良
を
行
う
た
め
の
新
た
な
役
務

提
供
方
式
の
導
入
等
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

２
　
需
要
開
拓
の
可
能
性

下
記
①
か
つ
②
の
要
件
を
満
た
す
も

の
。

①

当
該
事
業
に
お
け
る
商
品
等
の
域

外
に
対
す
る
販
売
が
増
加
し
、
そ
れ

が
当
該
企
業
者
の
総
売
上
に
と
っ
て

相
当
程
度
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
こ
と
。
五
％
以
上
が
基
準
と
な
っ

て
い
ま
す
。

②

当
該
事
業
に
お
け
る
商
品
お
よ
び

役
務
が
当
該
中
小
企
業
の
既
存
事
業

と
異
な
る
分
野
の
需
要
開
拓
を
図
る

も
の
で
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、

事
業
と
し
て
成
り
立
つ
程
度
の
規
模

で
あ
る
こ
と
。

計
画
終
了
時
に
黒
字
を
達
成
す
る
こ

と
が
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
評
価
に
あ
た
っ
て

は
、

a

競
合
製
品
・
役
務
と
比
較
し
た
優

位
s

需
要
の
開
拓
の
方
針
の
明
確
性

d

市
場
ニ
ー
ズ
・
市
場
規
模

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

３
　
計
画
の
妥
当
性

①
　
実
施
計
画
の
妥
当
性

計
画
の
実
施
項
目
が
具
体
的
か
つ

明
確
で
あ
り
、
そ
の
実
現
が
見
込
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
　
資
金
計
画
の
妥
当
性

計
画
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
額

と
調
達
方
法
を
含
む
資
金
計
画
の
実

現
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

事
業
計
画
認
可
に
よ
り
下
記
の
支
援

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

a

補
助
金

①
地
域
資
源
活
用
売
れ
る
商
品
づ
く

り
支
援
事
業

補
助
金
額
　
下
限
一
〇
〇
万
円

補
助
率
　
国
三
分
の
二
以
内

②
地
域
資
源
活
用
販
路
開
拓
等
支
援

事
業

補
助
金
額
　
下
限
一
〇
〇
万
円

補
助
率
　
国
二
分
の
一
以
内

s

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等
の
専
門
家
に

よ
る
継
続
的
な
ア
ド
バ
イ
ス

d

中
小
企
業
地
域
資
源
活
用
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
ト
活
動
等
支
援
事
業

f

新
市
場
創
出
支
援
事
業

g

地
域
中
小
企
業
普
及
啓
発
事
業

h

政
府
系
金
融
機
関
に
よ
る
低
利
融

資
制
度

j

信
用
保
証
の
特
例

k

高
度
化
産
業

①
　
窓
口
相
談
・
事
業
計
画
の
内
容
向

上
都
道
府
県
、
商
工
会
・
商
工
会
議

所
、
中
央
会
等
の
紹
介
で
中
小
企
業

が
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
中
小

企
業
地
域
資
源
活
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
・

全
国
推
進
事
務
局
に
相
談
。

こ
こ
で
窓
口
相
談
し
、
計
画
内
容

に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
事
業
計
画

の
内
容
向
上
に
向
け
た
ア
ド
バ
イ
ス

が
行
わ
れ
ま
す
。

②
　
計
画
申
請
〜
認
定

事
業
計
画
の
内
容
向
上
が
一
定
水

準
に
達
し
た
段
階
で
法
認
定
の
申
請

が
勧
め
ら
れ
ま
す
。

中
小
企
業
者
に
よ
る
申
請
（
都
道

府
県
を
経
由
・
意
見
付
与
）

そ
の
後
、
経
済
産
業
局
で
受
理

③
　
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

事
業
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（
進
捗

フ
ォ
ロ
ー
、
販
路
開
拓
支
援
等
）

地
域
資
源
で
平
成
十
九
年
十
二
月

末
現
在
、
申
請
を
受
け
た
の
は
一
万

二
、
〇
五
〇
件
。

認
定
事
例
と
し
て
は
、

◎
浜
松
市
で
い
ま
ま
で
ほ
と
ん
ど
廃
棄

さ
れ
て
い
た
鰻
の
頭
と
骨
で
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
を
開
発

◎
茨
城
県
で
さ
つ
ま
い
も
に
甘
し
ょ
を

原
料
と
し
て
、
砂
糖
を
使
わ
ず
低
カ

ロ
リ
ー
の
甘
納
豆
を
開
発

◎
佐
賀
県
で
は
磁
器
性
万
年
筆
等
の
有

田
焼
の
高
付
加
価
値
商
品
の
開
発
及

び
販
売

な
ど
他
多
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
資
源
活
用
事
業
の

取
組
み
フ
ロ
ー

新
事
業
の
成
功
事
例



8月号 4

商
社
マ
ン
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必

ず
し
も
英
語
が
得
意
と
は
限
り
ま
せ

ん
。
四
三
歳
の
と
き
初
め
て
海
外
駐
在

し
た
Ｍ
さ
ん
は
、
最
初
の
半
年
間
は
ま

る
で
英
語
が
通
じ
ず
、
大
変
苦
労
し
た

そ
う
で
す
。
こ
の
時
に
学
ん
だ
の
が

「
英
語
三
原
則
」
で
す
。

①
　
英
語
を
う
ま
く
話
す
必
要
は
な
い

と
い
う
こ
と
。
下
手
で
も
し
ゃ
べ
る

こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
が
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
第
一
歩
と
な
る
。

②
　
英
語
が
う
ま
い
人
間
が
必
ず
し
も

仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
。
だ
か
ら
、
決
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
の

中
身
で
は
臆
す
る
こ
と
は
な
い
。

③
　
下
手
な
英
語
で
も
い
い
か
ら
、
自

分
の
意
見
・
意
思
は
し
っ
か
り
主
張

す
る
こ
と
。

最
初
は
通
じ
な
く
て
も
半
年
も
し
て

く
る
と
少
し
話
せ
る
よ
う
に
な
り
、
正

確
な
発
音
な
ど
気
に
せ
ず
に
話
し
て
い

る
う
ち
に
、
仕
事
も
う
ま
く
い
く
よ
う

に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

総合電気メーカーの会長Ｏ氏は「現在は明
治維新に匹敵する時代である。日本全体が国
内マーケットに執着している場合ではない」
と国際化対応の遅れを心配しています。
たしかに、少子化により人口が減少してい

る国はマーケットが縮小しているので、国内
での経済成長は不可能です。そのため、企業
は海外進出に目を向ける必要があります。
しかし、海外に進出している先駆者である

日本の大企業に対し、経済評論家のＴ氏は批
判的です。
その理由は、韓国等の海外派遣社員は“成

功するまでは国に帰らない”という決意のも
とに働いている。
それに対し、日本からの大企業の派遣社員

は、３年間我慢していれば日本に戻れる、つ
まり転勤を心待ちにしている（これを本社か
らの「お助け船」という）社員だらけだ、と
のことからです。
大企業は、バブル崩壊から完全に立ち直っ

ていないのでしょう。

お助け船英
語
三
原
則

政府系中小企業金融機関の
必要性と有効性

政府系中小企業金融機関が統合され、2008

年10月から㈱日本政策金融公庫が発足します。

政府系中小企業金融機関の必要性と有効性

について改めて考えますと、次のことが言え

るでしょう。

１ 成長の可能性と意思があるにもかかわら

ず、民間金融機関からの資金調達が難しい

企業に対し、政府系中小企業金融機関の資

金供給機能は重要である。

２ 政府の中心的政策課題に位置付けられて

いる創業促進と雇用拡大のための政府系中

小企業金融機関の資金供給機能は有効であ

る。

３ 民間金融機関が中小企業融資に慎重な案

件の場合でも、政府系金融機関が融資を決

定することが呼び水になって協調融資につ

ながる事例が多い。

その意味では民業圧迫でなく、民間金融

機関の融資対象や貸出機会の拡大につなが

っている。

４ 中小企業金融公庫などは長期で中小企業

を育てる融資姿勢と支援ノウハウがあり、

大きい設備投資が必要な中小製造業等の経

営の安定に役立っている。

５ 政府系中小企業金融機関は、抵当権設定

でも、民間のように必ず１位、２位を要求

することがない等、取引条件が魅力である。

また、民間にある預金の拘束がなく、機械

設備など動産担保でも貸してくれる場合が

ある。

６ 「貸し渋り」や金融機関の破綻など、民

間金融機関が機能不全に陥った際、また自

然災害時のバックアップとして政策金融が

重要な機能を果たしている。

以上の必要性の根拠に基づき、「日本政策金

融公庫」に対し、特定の政策目的のための融

資だけではなく、安定した金融環境を保つた

めの融資（一般融資）も存続するなど、中小

企業への公的機能の充実が求められます。




